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公    示 

 

入札及び契約心得の一部を次のとおり改正し、令和４年６月１日から適用し

ます。 

 

別冊４－１６「特定秘密の保護に関する特約条項」属紙「適正評価に関する特約条項」

第６条第１項中「次に掲げる事情があると認めた場合には、速やかに特定秘密管理者に

報告しなければならない。」を「教育等を通じて「特定秘密の保護に関する誓約書」に

基づく申出を徹底させるとともに、面談等の機会を活用し、次に掲げる事情が職務の内

外を問わず生じていないかどうかの確認を行い、状況の変化の継続的な把握に努めなけ

ればならない。」に改め、同条第１項の次に次の１項を加えます。 

２ 乙は、前項各号に掲げる事情があると認めた場合には、速やかに特定秘密管理者に報

告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


